
平成27年1月2 9日

お得意様各位
株式会社 タテムラ
システムサービス課
福 生 市 牛 浜 1 0 4

System-V 確定申告書・個人決算書・消費税申告書・贈与税申告書・届出書セット
・電子申告プログラムのネット更新について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお取引を賜り誠にあり
がとうございます。

所得税確定申告書、個人決算書、消費税申告書、贈与税申告書、届出書セット及び電子申告プ
ログラムが完成しましたのでお知らせ致します。

今回は通常の更新に加え、「マルチウィンドウ端末」を各コンピュータで更新していただく必
要もございます。つきましては同封の資料を参照に更新作業を行って頂きますようお願い申し上
げます。

また、電子申告をご利用の場合は平成27年1月5日にe-Taxソフトの更新がありましたので、まだ
更新していない場合はe-Taxソフトを起動して更新を行って下さい。

今年も保守会員様限定・確定申告特別電話サポートを行います。

特別電話サポート日：3月7日(土) AM9:00～PM5:00
電話サポート回線：保守会員様専用フリーダイヤル

(一般回線は弊社カレンダー通りお休みになります)
※確定申告時期のサポート体制のため、確定申告以外の障害等対応は月曜日以降となります。

あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。
敬具

送付資料目次

※改正保守のご加入(未納含む)およびご注文にもとづき、以下の内容を同封しております。

送付ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

プログラムの送付はございません。ネット更新をお願い致します。

取扱説明書

http://www.ss.tatemura.com/ より確認できます。

へはご注文冊数を同封しております。※ご注文いただいたお客様(有料)
また、贈与税申告書電子申告プログラムをご注文のお客様へは、新規プログラムのため
取扱説明書１冊及びデータ作成の注意事項(別冊)を同封しております。

案内資料

・ System-Vネット更新作業手順 及びバージョン一覧 ・・・・・・・１～２
・ マルチウィンドウ端末(V-5.10) インストール方法 ・・・・・・・３～６
・ 電子申告 環境設定インストール方法 ・・・・・・・・・・・・・６～９
・ 各プログラム 更新内容追記・注意事項 ・・・・・・・・・・・・10～11

送付内容のお問い合わせ先

送付内容に関するお問い合わせにつきましては、サービス課までご連絡下さいます
ようお願いします。 尚、保守にご加入のお客様はフリーダイヤルをご利用下さい。

ＴＥＬ ０４２－５５３－５３１１(AM10:00～12:00 PM1:00～3:30)
ＦＡＸ ０４２－５５３－９９０１

以上
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System-V ネット更新作業手順 15.01

プログラム等のネット更新をご希望のお客様には、弊社システムに更新があった場合マルチ
ウィンドウ端末起動時に以下のメッセージを表示するようになっております。

また、同時に更新内容につきましては、あらかじめご登録いただいているメールアドレスに
更新のお知らせを送信致します。

上記メッセージを表示した場合、System-Vの更新(サーバー側)及び電子申告の環境更新(各端末
側)がございますので、以下の作業手順に従って更新作業を行って下さい。

サーバーの更新方法

① [F10]データ変換より、[1000]ＵＰ(更新)を選択します。

初期メニューより F10 データ変換を選択

します。 を呼び出します。[1000] ＵＰ(更新)

1000 Ｅｎｔｅｒ を押します。

② 左図の画面を表示します、

Ｅｎｔｅｒ を押します。

(rootは入力しません)

ｒｏｏｔ は消さないように注意して下さい。
※パスワードを消した場合エラーを表示します。

③ 左図の画面を表示します。

『４』インターネット自動更新を選択します｡

４ Enter と押します。

○○
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④ 左図の画面を表示します。

『インターネットで更新できるか調べてい
ます』のメッセージを表示します。

チェック終了後にインストールが始まり
ますので終了までそのままお待ち下さい。

転送作業は全システムを見比べ、差分を

インストールしております。

ンターネットの環境にもよりますが、イ
10～20分』かかります。『

⑤ 転送作業が終了すると、更新したファイル
数を表示します。

⑥ Ｆ５ を押して更新画面を終了します。

サーバーを再起動して下さい。⑦

転送後のバージョン確認

下記のプログラムは Ｆ７（帳表出力 、Ｆ９（申告･個人･分析）の１頁目から２頁目、）

Ｆ１０（データ変換）の１頁目に表示します。

PG番号 プログラム名 HD-VER 備 考

９７ ＧＰ年度更新 Ｖ-１.３５ 平成26年確定申告書、消費税申告書等に対応しま
した。

１２０ 消費税申告書 Ｖ-１.６６ ・個人用計算表の経過措置様式を追加しました。
・会計読込機能の機能更新を行いました。

３０ 合計残高試算表 Ｖ-４.０１(LX)
Ｖ-５.０１(V) [120]消費税申告書会計

読込機能更新に伴う内
４１ 仕入控除額計算書 Ｖ-５.０５ (ｵﾌﾟｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ) 部更新を行いました。

平成26年の個人決算書に対応しました。３２０ 個人決算書 Ｖ-１.３０

平成26年の確定申告書に対応しました。３３０ 所得税確定申告書 Ｖ-１.６０

５２０ 贈与税申告書 Ｖ-１.１０ 平成26年の贈与税申告書に対応しました。

１７０ 減価償却 Ｖ-１.０６ 個人の一括償却の償却月数を会計期間に関係なく
「12/36」固定にしました。

１１００ ＧＰ申告情報登録 Ｖ-２.２３

１１１０ 届出書セット Ｖ-１.９２ 更正の請求書(法人)、消費税更生の請求書(法人/
個人)の様式変更に対応しました。

８８０ 電子申告 Ｖ-１.３３ ・平成26年の確定申告、消費税申告に対応しま
した。

・贈与税電子申告機能を新たに追加しました。
(ｵﾌﾟｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)

○○
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《Windows 8/7/Vista》

15.01マルチウィンドウ端末 (V-5.10) インストール方法 ～ ～各端末で必ず作業を行って下さい

Ver5.10への更新を行います。各端末機で以下の作業を必ず行って下さい。

●インストールを行う際は、全てのプログラムを終了して下さい （マルチウィンドウ端末も。
閉じて下さい ）終了せずインストールを行うとプログラムが正常に動作しません。。

1. タテムラホームページを開き
｢サービス・サポート｣をクリックします。

2. ｢ダウンロード｣をクリックします。

3. 左図の画面が開きます。

｢ダウンロードはこちらから｣を
クリックします。

4. 左図の画面を表示します。
下へスクロールして
｢System-Ｖのお客様はこちらから｣
をクリックします。

5. 左図を表示します。
更新のお知らせメールに
記載されている

ユーザ名 『 xxxx 』
パスワード『 xxxx 』

を入力してＯＫをクリック
します。

http://www.tatemura.co.jp/
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6. マルチウィンドウ端末を更新します。
左図のマルチウィンドウ端末の

更新 をクリックします。

7. 実行 をクリックします。

8. 左図の警告画面を表示した場合は

実行する をクリックします。

図の画面を表示した場合は 操作 を右
選択します。

↓

左側の画面を表示しますので

｢その他のオプション｣をクリ

ックします。

↓

右側の画面を表示したら

｢実行｣を選択します。

9. 左図の警告画面を表示した場合は

実行する を選択して下さい。

10. 左図の画面を表示します。
しばらくお待ち下さい。
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マルチウィンドウ端末

11. 左図の画面を表示します。
次へ をクリックします。

12. 左図の画面を表示します。

はい をクリックします。

13. 左図の画面を表示します。

次へ をクリックします。

しばらくお待ち下さい。

14. 左図の画面を表示します。

次へ をクリックします。

インストールを開始します。
15.の画面に変わるまでしばらくお待ち下さい。

15. ｢セットアップ完了｣と表示したら
完了 をクリックします。
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※Windows 8/7/Vistaでインストール終了後に左図の画面
を表示した場合は

このプログラムは正しくインストールされました

にﾏｳｽの矢印を合わせ、クリックします。

16. インストールが終了したら、タテムラホームページ
を閉じてWindowsを再起動して下さい。

17. 再起動後、マルチウィンドウ端末の
バージョンを確認して下さい。

。画面右上の｢ヘルプ｣をクリックします
↓

｢バージョン情報｣をクリックします。
↓

｢V-5.10｣になったことを確認します。

※電子申告を行っていない端末機は、以上で更新作業は終了です。

※電子申告を行っている端末機においては、以下の電子申告環境設定インストールも
行って下さい。

※電子申告ご利用の端末機でのみ作業を行って下さい※電子申告 環境設定インストール方法

●インストールを行う際は、全てのプログラムを終了して下さい （マルチウィンドウ端末も。
閉じて下さい ）終了せずインストールを行うとプログラムが正常に動作しません。。

●下記に沿って各端末機でインストール作業を行って下さい。

1. タテムラホームページを開き
｢サービス・サポート｣を
クリックします。

http://www.tatemura.co.jp/
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2. ｢ダウンロード｣をクリックします。

3. 左図の画面が開きます。

｢ダウンロードはこちらから｣を
クリックします。

4. 左図の画面を表示します。
下へスクロールして
｢System-Ｖのお客様はこちらから｣
をクリックします。

5. 左図を表示します。
更新のお知らせメールに
記載されている

ユーザ名 『 xxxx 』
パスワード『 xxxx 』

を入力してＯＫをクリック
します。

6. 電子申告の環境設定をインストール
します。

国税・地方税電子申告システム環境設定
の『インストール』をクリックします。

7. 左図の画面を表示します。

保 存 を選択して下さい。

※保存場所指定画面が出た場合は

デスクトップに指定します。

8. 左図の画面を表示します。

次の画面を表示するまでお待ち下さい。
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右図の画面を表示した場合は

操作 を選択します。
↓

左側の画面を表示しますので
｢その他のオプション｣ を
クリックします。

↓

右側の画面を表示したら
｢実行｣を選択します。

9. 左図の警告画面を表示した場合は

実行する を選択して下さい。

10. 左図の画面を表示します。
しばらくお待ち下さい。

11. 左図の画面を表示します。電子申告システム（H26所得税等更新対応版） 2015.01

｢次へ｣をクリックします。

12. 左図の画面を表示します。

｢はい｣をクリックします。

13. 左図の画面を表示します。

｢次へ｣をクリックします。

しばらくお待ち下さい。
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14. 左図の画面を表示します。

｢次へ｣をクリックします。

更新作業が始まります。
そのまましばらくお待ち下さい。

15. ｢セットアップの完了｣と表示したら
｢完了｣をクリックします。

更新作業は以上で終了です。
画面を閉じて下さい。

※インストール終了後に「このプログラムは正しくインストールされなかった可能性があります」と
表示した場合、｢このプログラムは正しくインストールされました｣ をクリックします。

以上で更新作業は終了です。

e-Taxソフトの更新が必要です

電子申告を行うにあたって、e-Taxソフトは不可欠です。
平成27年1月5日にe-Taxソフトの更新がありました。バージョンアップ作業をまだ行って

いない場合は以下の方法でバージョンアップして下さい。

1.デスクトップ上のe-Taxソフト 2.インターネット接続をＯＫ→国税庁からの
のアイコンをダブルクリック。 お知らせをＯＫ、にして進んで下さい。

3.上記の画面が表示されましたら、｢バージョンアップ｣をクリックし、画面に従って
バージョンアップ作業をお願い致します。
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15.01各プログラム 更新内容追記・注意事項

平成26年版の改正内容につきましては前回送付した変更内容をご確認下さい。

その他の変更点及び、注意事項について以下に追記致します。

各プログラム 】【

1.既に平成25年プログラムでデータ入力している場合、プログラムを更新後データ内容

を必ず確認して下さい。

2.官製用紙にプリントする場合は、必ず白紙に試し印刷を行い、印字位置を確認するよう

にして下さい。オフセット補正はプリンタごとに各様式で記憶します。

贈与税申告書プログラム 】【

[第１表の２]

官製用紙が他の官製用紙と異なり、かなり薄いため紙詰まりを起こします。

印刷メニューにある「12:第1の2(官製)」は使用せず 「121:第1の2(白紙)」にて白紙印刷を、

ご利用下さい。

電子申告システム 】【

1.e-Tax電子申告において、個人申告も税務代理権限証書(新様式)対応となりました。

弊社システムにおいても対応致しました。

2.新発売の贈与税電子申告プログラムをご注文いただいたお客様におきましては、[880]電子

申告システムメニューに、[888:贈与税・送信データ作成]を表示します。

贈与税電子申告変換においては、あらかじめ[520]贈与税申告書プログラムでのデータ入力

を電子申告用に整えていただく必要があります。

電子申告変換を行う前に、同封の『888:贈与税・送信データ作成の注意事項』を必ずお読

みいただき、データを整えた上で変換作業を行って下さい。
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消費税申告書プログラム 】【

、 「 」 。1.会計データ読込みを起動した際 必ず 科目登録 画面を表示するように機能変更しました

「科目登録」画面を表示しないようにするためのチェックボックスも追加しました。

科目登録画面を表示したくない場合はチェックを付けて下さい (データごとに指定します )。 。

2.[81]課税取引金額計算表(事業所得用) 経過措置有

[82] 〃 (不動産所得用) 会計読込みについて

Ｄ､Ｅの課税取引金額の内訳金額は[37]消費税精算表の課税金額(税抜)を集計します。

・税抜処理した仕訳データを読み込んだ場合：Ｃ＝Ｄ＋Ｅになります。

・税込仕訳データを読み込んだ場合：Ｃ≠Ｄ＋Ｅとなります。

Ｄ、Ｅに正しい税込金額を手入力して下さい。

A決算額は試算表残高を

読込みます。

D・Eは消費税精算表の課税金額

（税抜）を読込みます。




